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令和６年度 第１回

久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会



2

（１）令和６年度久留米市国民健康保険運営協議会での主な協議事項

（２）久留米市国民健康保険事業の現状

（３）令和５年度久留米市国民健康保険事業特別会計決算（見込み）

（４）令和６年度久留米市国民健康保険事業特別会計予算

（５）久留米市国民健康保険事業特別会計の財政状況

（６）第２期福岡県国民健康保険運営方針

（７）久留米市国民健康保険運営協議会の今後のスケジュール

報告事項

①国民健康保険制度の仕組み
②被保険者の現状
③保険料の現状
④医療費の現状
⑤医療費適正化の取組み



（１）令和６年度久留米市国民健康保険運営協議会での
主な協議事項
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（１）令和６年度久留米市国民健康保険運営協議会での主な協議事項

①保険料率について

財政状況等を参考として、「令和７年度の保険料率」に対して

ご意見をいただきたい

②国民健康保険事業について

医療費の適正化等の取組みについて、様々な視点からご意見を

いただきたい



（２）久留米市国民健康保険事業の現状
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①国民健康保険制度の仕組み
②被保険者の現状
③保険料の現状
④医療費の現状
⑤医療費適正化の取組み
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財政の
責任主体

普通交付金の財源となる

①国民健康保険制度の仕組み

（２）久留米市国民健康保険事業の現状
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②被保険者の現状

・被保険者数・世帯数ともに
年々減少している。【表１】

・６５～７４歳の割合が最も
高く、４０％を超えている。
【表２】

【表１】久留米市国保 被保険者数と世帯数の推移（年度平均）

（２）久留米市国民健康保険事業の現状

（世帯）（人）

【表２】被保険者数の年齢構成の推移
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③保険料の現状（料率・賦課限度額）

医療分 後期分 介護分

所得割 ９．３７％ ２．６６％ ２．１１％

均等割 ２７，２００円 ７，５００円 １４，７００円

平等割 ２２，２００円 ６，４００円 ―

賦課
限度額

６５０，０００円
（６５０，０００円）

２４０，０００円
（２２０，０００円）

１７０，０００円
（１７０，０００円）

・令和６年度の保険料率は、令和５年度から変更なし
・賦課限度額は、１０４万円から１０６万円に改定

（２）久留米市国民健康保険事業の現状

※（ ）は、令和５年度の金額
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モデル世帯保険料

順位 自治体名 保険料

1 A 266,400円

2 B 263,000円

3 C 258,200円

～

13 久留米市 249,500円

14 D 248,700円

～

59 E 200,400円

60 F 192,100円

令和５年度保険料 県内比較

平均235,968円

順位 自治体名 保険料

1 A 283,000円

2 B 281,800円

３ C 278,700円

～

17 久留米市 249,500円

18 D 246,700円

～

61 E 201,900円

62 F 199,100円

令和５年度保険料 中核市比較

平均235,856円

この場合の
久留米市の保険料

249,500円

中核市の平均を約1.4万円、県内の平均を約1.4万円上回っている。

所得が150万円で40歳代の夫婦と小学生の
子どもが2人いる世帯

（２）久留米市国民健康保険事業の現状

③保険料の現状（他保険者との比較）
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（２）久留米市国民健康保険事業の現状

・現年度分収納率は９５％を超え、引き続き高い水準を維持している。

③保険料の現状（収納率）

国民健康保険料収納率の推移
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④医療費の現状（総医療費・一人あたり）

・被保険者数の減少に伴い、総医療費は減少傾向にあるが、５年度は増加した。
・被保険者の高齢化や医療の高度化等により一人あたりの医療費は増加傾向にある。

（２）久留米市国民健康保険事業の現状

総医療費と一人あたりの医療費の推移

総
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疾病別医療費の割合（令和５年度累計）

久留米市国保の疾病別医療費の割合は「がん、糖尿病、高血圧」など
生活習慣病の割合が４割以上を占める。

（２）久留米市国民健康保険事業の現状

国保データベースシステムより

④医療費の現状（疾病別）



•ジェネリック医薬品差額通知の送付

•ジェネリック医薬品希望シールの配布

ジェネリック医

薬品の普及促進

•医療費を記載したハガキを世帯ごとに送

付（年6回）
医療費通知

•レセプトの再点検、返戻や過誤処理レセプト点検

•保健師が医療機関を頻回受診している

被保険者宅を訪問し適正な受診のため

の助言や生活指導を実施

訪問健康

相談事業

• 多部位・長期・頻回受診がある

被保険者について患者調査を実施

柔道整復

療養費

•国保の被保険者が交通事故や傷害によっ

てケガをし、保険証で病院を受診した際

の第三者（加害者）への求償

第三者行為

求償

給付の適正化
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• 特定健康診査

• 特定保健指導

法
定
事
業

• 早期介入保健指導

• 糖尿病予防対策

• CKD(慢性腎臓病）

対策

市
独
自
事
業

保健事業

⑤医療費適正化の取組み

（２）久留米市国民健康保険事業の現状



〇ジェネリック医薬品の普及促進

（２）久留米市国民健康保険事業の現状

⑤医療費適正化の取組み（主な取組みの実績）
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年度 R３ R4 R5

ジェネリック医薬品普及率 82.9％ 83.5％ 84.8％

（参考）国・県普及率
国：79.2％
県：80.7％

国：79.9％
県：81.4％

国：81.9％
県：82.9％

〇レセプト点検

※普及率は、各年９月時点の数量ベースの普及率

年度 R３ R4 R5

医療費の削減効果額 217,386千円 193,399千円 206,633千円

※効果額は、レセプト点検により医療費審査機関にレセプトの再審査を申し出、同審査の結果、
減額となった医療費。

〇保健事業（市独自分）
糖尿病予防対策
特定健診結果やレセプトなどに基づき、糖尿病疑いの方や治療中断した方などを対象として、
医療機関への受診勧奨や保健指導を実施した。

CKD（慢性腎臓病）対策
特定健診の結果、CKD疑いの方を対象として、医療機関での２次検査の勧奨や保健指導を実
施した。また、実施の際に専門医へ助言を求めるなど早期治療のための体制構築に努めた。



(３)  令和５年度
久留米市国民健康保険事業
特別会計決算（見込み）
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（３）令和５年度久留米市国民健康保険事業特別会計決算（見込み）

基金残高 ４.1億円

歳 入 （億円）

項 目 予算額(A)
決算見込額

(B)
(B)ー(A)

保険料 58.6 58.2 ▲0.4

国庫支出金 0.01 0.02 0.01

県支出金 235.8 233.6 ▲2.2

①普通交付金 228.8 226.2 ▲2.6

②特別交付金 7.0 7.4 0.4

一般会計繰入金 32.3 31.3 ▲1.0

法 定 30.7 30.2 ▲0.5

法定外 1.6 1.1 ▲0.5

基金繰入金 4.9 1.0 ▲3.9 

繰越金 0.0 12.8 12.8

その他 1.19 0.88 ▲0.31

合 計 332.8 337.8 5.0

歳 出 （億円）

項 目 予算額(C)
決算見込額

(D)
(D)ー(C)

総務費 6.6 6.1 ▲0.5

保険給付費 231.3 227.5 ▲3.8

国保事業費納付金 90.9 90.9 0.0

保健事業 3.0 2.2 ▲0.8

その他 1.0 0.6 ▲0.4

合 計 332.8 327.3 ▲5.5
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歳 入 ３３７．８億円

歳 出 ３２７．３億円

収支（歳入 ― 歳出） １０．５億円

単年度収支
（繰越金・基金繰入金除く収支）

▲３．３億円

令和５年度国保特別会計の収支について

（３）令和５年度久留米市国民健康保険事業特別会計決算（見込み）

・歳入には、前年度からの繰越金１２．８億円、基金繰入金１．０億円が
含まれている。

・これらを除いた単年度収支は、マイナス（３．３億円）となっている。



（４）令和６年度
久留米市国民健康保険事業
特別会計予算
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(４) 令和６年度久留米市国民健康保険事業特別会計予算

歳 入 （億円）

項 目
５年度予算

(A)
６年度予算

(B)
(B)ー(A)

保険料 58.6 57.5 ▲1.1

国庫支出金 0.01 0.01 0.0

県支出金 235.8 235.5 ▲0.3

①普通交付金 228.8 228.5 ▲0.3

②特別交付金 7.0 7.0 0.0

一般会計繰入金 32.3 34.0 1.7
法 定 30.7 32.3 1.6

法定外 1.6 1.7 0.1

基金繰入金 4.9 4.1 ▲0.8

繰越金 0.0 0.0 0.0

その他 1.19 1.09 ▲0.1

合 計 332.8 332.2 ▲0.6

歳 出 （億円）

項 目
５年度予算

(C)
６年度予算

(D)
(D)ー(C)

総務費 6.6 8.3 1.7

保険給付費 231.3 231.0 ▲0.3

国保事業費納付金 90.9 88.9 ▲2.0

保健事業 3.0 2.9 ▲0.1

その他 1.0 1.1 0.1

合 計 332.8 332.2 ▲0.6

令和６年度予算額 332.2億円 （前年度比0.18％減）
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①歳出予算のポイント

〇総務費
【増加要因】

・システム標準化のための費用（107,717千円）

・記号・番号変換のためのシステム改修（12,804千円）

・保険証廃止に向けたシステム改修（14,322千円）

〇保険給付費
被保険者の減少により、保険給付費の総額は減少する

と見込んでいる。

※保険給付費は普通交付金として県から交付される。

〇国民健康保険事業費納付金
医療水準や所得水準に応じて、市町村が県に納付
するもの。前年度と比べ2億円減少している。

〇保健事業費

①特定健康診査事業費

②CKD（慢性腎臓病）対策事業費ほか

(４) 令和６年度久留米市国民健康保険事業特別会計予算

歳 出 （億円）

項 目
５年度予算

(C)
６年度予算

(D)
(D)ー(C)

総務費 6.6 8.3 1.7

保険給付費 231.3 231.0 ▲0.3

国保事業費納付金 90.9 88.9 ▲2.0

保健事業 3.0 2.9 ▲0.1

その他 1.0 1.1 0.1

合 計 332.8 332.2 ▲0.6
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②歳入予算のポイント
〇保険料

〇県支出金

【普通交付金】
保険給付費に必要な費用が県から交付される。

【特別交付金】

特定非常災害時の保険料減免や市町村が実施
している保健事業等を支援するために、国か
ら交付されるもの。（保険者努力支援分など）

〇一般会計繰入金

【法定分】

・保険基盤安定負担金分
・産前産後保険料免除分
・子どもの均等割保険料軽減分
・財政安定化支援事業分
・出産育児一時金、事務費

【法定外】

・保険料減免分
・福祉医療波及分
・非自発的失業者軽減分

〇基金繰入金

歳入不足を補填

(４) 令和６年度久留米市国民健康保険事業特別会計予算

歳 入 （億円）

項 目
５年度予算

(A)
６年度予算

(B)
(B)ー(A)

保険料 58.6 57.5 ▲1.1

国庫支出金 0.01 0.01 0.0

県支出金 235.8 235.5 ▲0.3

①普通交付金 228.8 228.5 ▲0.3

②特別交付金 7.0 7.0 0.0

一般会計繰入金 32.3 34.0 1.7
法 定 30.7 32.3 1.6

法定外 1.6 1.7 0.1

基金繰入金 4.9 4.1 ▲0.8

繰越金 0.0 0.0 0.0

その他 1.19 1.09 ▲0.1

合 計 332.8 332.2 ▲0.6



(４) 令和６年度久留米市国民健康保険事業特別会計予算

〇健康保険証廃止とマイナ保険証利用について

【概要】
・マイナンバー法等の一部改正により、現行の健康保険証は、
令和６年１２月２日から原則廃止することとなった。

・令和６年度の国民健康保険証は８月に一斉更新
（経過措置により原則、令和７年７月末まで利用可能）

【マイナ保険証を使うメリット】
・手続きなしで高度医療の限度額を超える支払が免除される。
・過去の診療情報等を確認できるため、より良い医療を受けること

ができる。
・医療費を節約でき、窓口での自己負担額も少なくて済む。
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【今後の対応】
・令和７年８月１日以降は、マイナ保険証をご利用いただくことを
基本とし、保有しない方には「資格確認書」を交付する。

・令和６年１２月２日以降の新規加入や保険証の紛失等については、
マイナ保険証をご利用いただくか、「資格確認書」を交付する。



(４) 令和６年度久留米市国民健康保険事業特別会計予算

〇健康保険証の記号番号変換及び併記について

23

【概要】
・国は、効率化の観点等から、標準システムへの移行を推進しており、
本市も令和７年度に移行する予定。

・標準システムに移行するためには、現行の「記号・番号」を変換し、
標準システムに適合させる必要がある。

・令和７年４月１日から、国民健康保険の世帯管理番号である「記号・
番号」を変換する。

・令和６年６月１０日以降に発行した保険証は、変換前後の「記号・
番号」を併記している。

【併記イメージ】

【変換前】 令和７年３月３１日まで

【変換後】 令和７年４月１日から
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（５）久留米市国民健康保険事業特別会計
の財政状況



327.3 326.2 326.8 326.8
323.1 324.2 325.0 327.4

12.9 13.9
13.9 12.8

290.0

300.0

310.0

320.0

330.0

340.0

350.0

歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出

令和２年度

（決算）

令和３年度

（決算）

令和４年度

（決算）

令和５年度

（決算見込）

歳入 前年度からの繰越金

（５）久留米市国民健康保険事業特別会計の財政状況
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337.8340.2 340.7

国保特会収支の状況

（億円）

・令和５年度の単年度収支はマイナスの見込みであり、令和６年度以降も同様の状況
が続くと予測される。

・歳入確保と歳出抑制のための対策を強化するとともに、歳入が不足する際は余剰金
（前年度からの繰越金と基金）の活用や、保険料率の改定を検討する必要がある。

337.0



（６）第２期福岡県国民健康保険運営方針
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第１期からの主な改正は、「県内保険料水準の統一」
●令和７年度から段階的に移行
将来的に「県内のどの市町村に住んでいても、同じ所得水準・世帯構
成であれば同じ保険料」になることを目指し、令和７年度から段階的
に保険料水準統一の取組を進めていく。

●保険料を統一する時期については市町村と調整のうえ決定
今後、県と市町村との間で議論を行い、統一までの道順を示すロード
マップを令和８年度までに作成。

●保険料の上昇を抑制するための取組
保険料の上昇を抑制するため、医療費適正化、県民の健康づくりなど
を推進するとともに、地域により異なる医療費水準の格差是正といっ
た課題解決に取り組む。

〇国民健康保険運営方針とは・・・
福岡県と県内市町村が国民健康保険を共同運営するための統一的な方針

令和６年４月に第２期福岡県国民健康保険運営方針（令和６～１１年度）
が策定された。

（６）第２期福岡県国民健康保険運営方針



（７）久留米市
国民健康保険運営協議会の
今後のスケジュール
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（７）久留米市国民健康保険運営協議会の今後のスケジュール
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8月 9月 10月 11月 12月 3月

第１回 第2回

久
留
米
市

福
岡
県

国
保
運
営
協
議
会

1月　～　2月

　　　　　　　　　　　第3回

・令和６年度
国保特会決算見込み

・令和７年度納付金
本算定結果の報告

・令和７年度財政推計

・令和６年度
国保特会決算見込み

・令和７年度納付金
仮算定結果の報告

・仮の納付金の
提示

（県から市町村へ）

【1月】
・確定した納付金と
標準の保険料率の提示

・確定した納付

金による保険

料率の算定

・財政推計

・諮問

・答申

・令和５年度
国保特会決算見込み

・令和６年度
国保特会予算


